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☑ 不動産（含 借地借家） ☑ 債権回収 ☑ 医療過誤 ☑ 渉外・外国人

☑ 消費者 ☑ 労働問題 ☑ 行政 ☑ 家事事件

☑ 倒産 ☑ 商事 ☑ 知財事件 ☑ 刑事・少年事件
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受任

設備使用

経費分担

９

≪就職説明会用≫新規登録弁護士募集票
【ご記入いただくにあたって】
　注１「他の有資格者」には、事務所所属の公認会計士、税理士、弁理士、司法書士等の士業の方を記載してください。

事 務 所 名 川崎合同法律事務所

事 務 所 所 在 地 〒210-8544　川崎市川崎区砂子1-10-2　ソシオ砂子ビル7階

事務所URL（ブログ可） http://www.kawagou.org/

連 絡 先 　ＴＥＬ　044－211－0121 ＦＡＸ　044－211－0123

Ｅ－ｍａｉｌ hasegawa@kawagou.org

責任者/担当者名 長谷川　拓也

事 務 所 の 構 成
　総数　（　　24　　　）名（職員を含む）

　うち弁護士（日本資格）　　　男性（　10　）名　女性（　6　）名

パートナー・経営者 　男性（　10　）名　　女性（　6　）名　　　　（　31　）期～（　74　）期

アソシエイト・勤務弁護士 　男性（　　　　）名　　女性（　　　）名　　　　（　　　）期～（　　　）期

他の有資格者　（注１） 　資格の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　計（　　　）名

主な取扱事件（複数選択可）

その他取り扱い事件に特色があれば、ご記入ください。

企業側の労働事件、反社会的勢力からの事件(国選除く)以外は何でも扱う。
労働事件（労働者側）や大規模弁護団事件（水害、アスベスト、公害、原発等）に積極的に取り組む。

採用予定人数 （　　若干名　　　）名 採用対象修習期 　　　　　（　　７９　　　）期

弁護士の裁量による

掲載終了日 　　　　年　　　　月　　　　日　　　※記載がない場合は申請月から３ヵ月後の月末に削除

勤 務 形 態 　□勤務弁護士　　　□独立採算制　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 条　　件　 

　□分担無　　　□分担有　　　□その他

休暇 弁護士の裁量による

給与 最低保証＋業績に応じた歩合加算

その他　（弁護士会費の
事務所負担等）

弁護士会費・登録料、各種法律家団体会費、交通費等の経費は事務所負担

個 人 受 任

　□可　　　□許可制　　　□相談制　　　□不可

受任時
　□可　　　□不可　　　□その他

勤務日 弁護士の裁量による

平日事務所内勤務時間

事務所のアピール・特色・将来像・求める人材等

　私たちが大切にしているのは、相手が国だろうと大企業だろうと、絶対にひるまずに、事実を明らかにしてい
くという精神です。「力」を持っている側は、人もお金も十分にかけることが出来ますが、被害者の側は、徒手
空拳で挑まざるを得ません。当事務所は、そうした状況の中、約半世紀以上に亘り、地域に根差し、数多くの
勝利を収めてきました。各種書籍に掲載の重要判例を取り扱った経験も多く、人権救済のために奔走してき
ました。万が一、知識や経験に自信が無くとも、社会を良くしたい、市民の人権を守りたいという気持ちがあり
ましたら、ぜひ御連絡ください。

【個人情報の取扱いについて】
　ご提供いただきました情報は、ホームページ上への掲載等、司法修習生等の就職活動に資することを目的として利用致します。

　　　　　書式作成日：2021年2月改訂
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